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保護者の皆様

北海道札幌琴似工業高等学校長 髙 橋 豪

学校における新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた臨時休業等の取扱いに

ついて（お知らせ）

日頃より本校の教育活動並びに新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に、ご理解とご

協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、別添のとおり北海道教育委員会から「保護者の皆さまへ」と北海道保健福祉部長か

らリーフレット「陽性となった皆様にお願いしたいこと」及び「『知人が陽性』その時どう

する？」を周知し、より一層家庭と連携を図りながら対策を徹底するように依頼がありまし

た。 〈北海道ホームページ：https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kst/hoken1/〉

現在、保健所による積極的疫学調査の対象の重点化により、陽性者の同居者は従前どおり

調査対象とされているものの、感染者の同居者以外の方（クラスメイト、職場の同僚、一緒

に食事をした友人等）が、当面の間、調査対象外とされています。

このことにより、陽性者の同居以外の方については、濃厚接触者の特定の判断がされない

ことから、「文部科学省ガイドライン」及び保健福祉部長依頼を踏まえ、当面の間、次のと

おり対応することとしますので、ご理解をいただきますようお願いいたします。

記

１ 生徒等が陽性となった場合や、生徒等がＰＣＲ等検査（以下、「検査」という）を受け

ることとなった場合、速やかに学校へ連絡をお願いします。

その際、陽性となった場合には、校外活動で接触のあった生徒等の家庭に連絡をするよ

うにお願いします。

（なお、「検査」とは医師や保健所の指示による行政検査のことを指しており、民間の検

査や保険適用外の検査は含みません）

２ 臨時休業の措置

(1) 臨時休業の措置の考え方

学校は、陽性者からの聞き取りで発症日（無症状の場合は検体採取日）を確認する。

この情報を基に陽性者の発症日の２日前以降の接触状況に応じて臨時休業の範囲及び期

間を学校設置者（北海道教育委員会）が決定する。

(2) 臨時休業の期間

学校医の助言等を踏まえ、陽性者との最終接触日の翌日から５～７日間程度を目安に学

校設置者が判断する。

(3) 臨時休業期間中は、オンライン学習やプリント学習に取り組むこと。

また、臨時休業期間中には、毎日、生徒等の健康観察の結果や症状が出た場合には受診

状況や検査状況を学校に報告すること。

学校は、生徒等の健康状況や学校医の助言等を踏まえ、臨時休業の解除等について検討

し、学校設置者と連携して対応する。


